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第１１回   伊万里市選挙管理委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和５年１０月１３日（金） 

場 所 伊万里市役所 第 8会議室 

開 会 午後１時３０分 

閉 会 午後２時３０分 

出席委員氏名 有尾 廣、青木龍子、田中茂樹、吉原政隆 

欠席委員氏名 ― 

提 出 議 案 （１）議案第７０号 

公職選挙法第２８条の規定による選挙人名簿からの抹消について 

（２）議案第７１号 

公職選挙法第３０条の６第１項の規定により、在外選挙人名簿に登録される資格

を有する者を登録することについて 

（３）議案第７２号 

伊万里市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例（案）について 

１ 開会 

 副局長 （定足数に達している旨の報告） 

２ あいさつ 

 委員長 （委員長あいさつ） 

３ 議題 

議案第７０号 

 委員長 それでは、議題に入ります。 

議案第７０号について事務局から説明をお願いします。 

副局長 （議案第７０号について説明） 

委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第７０号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第７０号は、議決されました。 

議案第７１号 

 委員長 続いて議案第７１号について、事務局から説明をお願いします。 

副局長 （議案第７１号について説明） 

委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第７１号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第７１号は、議決されました。 

議案第７２号 

 委員長 続いて議案第７２号について、事務局から説明をお願いします。 
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副局長 

書記 

（議案第７２号について説明） 

委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

委員 日付をまたいで開票となった場合の開票立会人の報酬はどのように変わります

か。 

副局長 今まで２日分を支給していましたが、１回となります。 

委員長 他に質問等はございますでしょうか。 

（質問等なし） 

それでは、議案第７２号については議決ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

議案第７２号は、議決されました。 

４ その他 

 委員長 その他について、事務局から説明をお願いします。 

（１）定例委員会について 

書記 （定例委員会の日程等について確認） 

（２）出前講座について 

副局長 （１０月３１日（火）に伊万里実業高等学校の定時制、１１月２日（木）に敬徳高等学

校において出前授業を実施することを報告した。） 

（３）選挙当日の投票所の閉鎖時刻の繰上げ及び期日前投票所の増設について 

副局長 選挙当日の投票所の閉鎖時刻の繰上げ及び期日前投票所の増設について（説

明） 

・趣旨 

・近年の選挙における投票状況等 

・選挙当日の投票所の閉鎖時刻の繰上げについて 

・期日前投票所の増設について 

・今後のスケジュール等 

委員長 事務局からの説明に対する質問等はございますでしょうか。 

委員 繰上げは県内他市でも全体的に実施していく流れであり、他市の状況を聞いても

問題はなさそうです。 

繰上げははじめの内は１時間とも考えていましたが、他市の状況を見ても２時間で

良いと思います。 

委員 繰上げを実施している他市ではクレームはなさそうでしたので、繰上げは２時間で

よいと思います。 

繰上げについては入場券に赤文字で表示するなど周知をしっかり行い、住民に

徹底できれば良いと思います。 

委員 投票率は、投票時間などの制度が問題ではなく、政治的関心を高めることが必要

だと思います。市全体ではなく地域で身近な課題を話し合い、それが投票につなが

っていくのではないかと思います。 

繰上げについては、行うという方向で良いと思います。 
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委員長 地域ごとで繰上げ時間を決めることはできますか。 

副局長 投票区ごとに繰上げ時間を決めることはできますが、地域により投票できる時間に

差が生じ、公平性を欠く可能性があるとともに選挙人が混乱する恐れがあります。 

委員 期日前投票について、移動期日前投票所を設置するというのはどうでしょうか。 

副局長 バスや自動車を投票所としたものが移動期日前投票所というもので、管理者、立

会人が全体を見渡せないといけません。他選管の事例ではテントを設営して名簿対

照等のスペースを確保しているため、悪天候時の実施に課題があります。 

委員 期日前投票所については、予算や場所など、もう少し検討が必要と思います。 

また、他市では期日前投票の利用者が全体の４割いるとのことですので、もう少し

期日前投票に力を入れてよいと思います。 

委員長 他に意見等はございますでしょうか。 

（意見等なし） 

副局長 それでは、繰上げ等の実施について、本日協議を受け、次回の選挙管理委員会

で決定となりますが、本日の意見を取りまとめたいと思います。 

当日の投票時間繰り上げについて、アンケートの結果等を踏まえ、当日の投票所

の閉鎖時刻の繰上げを実施するということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

アンケートの結果等を踏まえまして、当日の投票所の閉鎖時刻については、午後

６時までということでよろしいでしょうか？  

（異議なし） 

実施時期については、当日の投票所の閉鎖時刻の繰上げ実施時期とこの後意見

を取りまとめる期日前投票所の増設について、いずれも実施するとなれば、同時期

にと考えておりまして、先に、期日前投票所の増設について意見を取りまとめてもよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

先ほど説明しましたように市民アンケートでは、増設に反対の意見が多かったもの

の、区長会からは、逆に増設の意見が聞かれました。このようなことから、期日前投

票の投票者数の増加への対応や投票環境の向上を図る有効な選択肢として、期日

前投票所を増やす方向でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

実施時期が令和７年７月の参議院選挙からということになりますので、増設の数や

場所については、令和６年の委員会で検討し、決定していきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、投票所を閉鎖する時刻の繰上げの実施時期についても令和７年７月

の参議院選挙からということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

委員長 繰上げと期日前投票所の増設は同時に開始した方が良いと思います。 

副局長 それでは、実施時期については、増設に伴う期日前投票システムが整う令和７年

の参院選から同時にということで検討していただきたいと思います。 
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事務局からは以上です。 

５ 閉会 

 委員長 以上を持ちまして、選挙管理委員会を終了します。 

 


